
多文化共生情報プラザだより（韓国・朝鮮語） 

東大阪市語学ボランティア募集‼ ご協力いただける方は多文化共生情報プラザまでご連絡ください。 
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  다문화공생 정보플라자 소식을 메일로 수신을 원하시는 경우 여기를 스캔해 주십시오.  

  

생활을 응원! 캐시리스(무현금) de 해피포인트 캠페인  

くらしを応援
おうえん

！キャッシュレス deハッピーポイントキャンペーン 

에너지・식료품 가격 등 물가폭등의 영향을 받은 분과 사업자에 

대해 시민생활을 응원함과 동시에 시내 경제 활성화를 도모하기 

위해 캐시리스(무현금)결제 포인트 환원사업「생활을 응원! 

히가시오사카 캐시리스(무현금) de해피포인트 캠페인」을 

실시합니다. 

◆일시: 4월 25일(금)~5월 19일(월) 

◆대상점포: 대상 캐시리스(무현금) 결제를 도입한 모든 점포 

(편의점・보험적용분은 제외)  ※대상점포는 캠페인 실시기간 중에 

각 캐시리스(무현금)결제 어플 내에서 확인할 수 있습니다. 

◆대상 캐시리스(무현금) 결제: ：auPAY、d 바라이、PayPay, 

락텐페이 

◆환원율: 결제액의 최대 10% 

◆환원 상한: 대상 캐시리스(무현금) 결제 1 종류에 1 인당 

3000 엔분(1 회당 상한 1000 엔분) 

エネルギー・食 料 品
しょくりょうひん

価格
かかく

などの物価
ぶっか

高騰
こうとう

の影 響
えいきょう

を受
う

けた方
かた

や

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、市民
しみん

生活
せいかつ

を応援
おうえん

するとともに市内
しない

経済
けいざい

の活性化
かっせいか

を図
はか

るため、キャッシュレス決済
けっさい

ポイント還元
かんげん

事業
じぎょう

「くらしを

応援
おうえん

！東大阪市
ひがしおおさかし

キャッシュレス de ハッピーポイントキャンペー

ン」を実施
じっし

します。 

◆日時
にちじ

：4月
がつ

25日
にち

(金
きん

)～5月
がつ

19日
にち

(月
げつ

) 

◆対 象
たいしょう

店舗
てんぽ

：対 象
たいしょう

キャッシュレス決済
けっさい

導 入
どうにゅう

の全店舗
ぜんてんぽ

（コンビ

ニ・保険
ほけん

適用分
てきようぶん

などを除
のぞ

く） ※対 象
たいしょう

店舗
てんぽ

は、キャンペーン

実施期
じ っ し き

間 中
かんちゅう

に、各
かく

キャッシュレス決済
けっさい

アプリ内
ない

で確認
かくにん

できます。  

◆対 象
たいしょう

キャッシュレス決済
けっさい

：auPAY、d払
ばら

い、PayPay、楽天
らくてん

ペイ 

◆還元率
かんげんりつ

：決済
けっさい

額
がく

の最大
さいだい

10% 

◆還元
かんげん

上 限
じょうげん

：対 象
たいしょう

キャッシュレス決済
けっさい

1種類
しゅるい

につき、1
ひと

人
り

当
あ

た

り 3000円分
えんぶん

（ 1
いっ

回
かい

当
あ

たり上 限
じょうげん

1000円分
えんぶん

） 

문의: 시 캐시리스(무현금) de해피포인트캠페인 콜센터 TEL 0120-012-873 

                                                  問合
といあわ

せ先
さき

：市
し

キャッシュレス deハッピーポイントキャンペーンコールセンター  

모든 아이의 통원제도 사업                                                         こども誰
だれ

でも通園
つうえん

制度
せいど

事業
じぎょう

 

2024년도 시행적 사업에 이어 2025년 5월부터 집에서 아이를 

키우고 있는 세대의 아이들을 대상으로 월 일정시간까지 이용 

가능한 범위 내에서 취업요건을 따지지 않고 시간 단위로 

보육소를 이용할 수 있습니다. 비슷한 연령의 아이들끼리 

어울리는 등 가정과는 다른 경험을 통하여 건강한 성장을 

지원합니다. 

◆신청: 4월 1일(화)부터 시 전자신청 시스템 

◆이용시간: 아이 1명당 한달에 10시간까지 

◆시작시기: 5월부터  ※실시일은 시설에 따라 다릅니다. 

※자세한 내용은 시 웹사이트를 참조해 주십시오. 

令和
れいわ

6年度
ねんど

試行的
しこうてき

事業
じぎょう

に引
ひ

き続
つづ

き、令和
れいわ

7年
ねん

5月
がつ

から、在宅
ざいたく

で子
こ

育
そだ

てしている世帯
せたい

の子
こ

どもを 対 象
たいしょう

に、月
つき

一定
いってい

時間
じかん

までの利用
りよう

可能枠
かのうわく

の中
なか

で就 労
しゅうろう

要件
ようけん

を問
と

わず時間
じかん

単位
たんい

で保育所
ほいくしょ

などを利用
りよう

で

きます。同年代
どうねんだい

の子
こ

ども同士
どうし

で触
ふ

れあうなど、家庭
かてい

とは異
こと

なる

経験
けいけん

を通
とお

して、すこやかな育
そだ

ちを支
ささ

えます。 

◆申請
しんせい

：4月
がつ

1
つい

日
たち

(火
か

)から市電子
し で ん し

申請
しんせい

システム 

◆利用
りよう

時間
じかん

：子
こ

ども 1
ひと

人
り

につき月
つき

10時間
じかん

まで 

◆開始
かいし

時期
じ き

：5月
がつ

から ※実施
じっし

日
び

は施設
しせつ

により異
こと

なります。 

※詳
くわ

しくは、市
し

ウェブサイトをご覧
らん

ください。 

문의: 사업 제도에 관하여＝아동건강부 시설급부과 TEL 06-4309-3302 / FAX 06-4309-3817   

이용 신청에 대하여＝시설이용상담과 TEL 06-4309-3202 / FAX 06-4309-3817  

問合
といあわ

せ先
さき

：本事業
ほんじぎょう

の制度
せいど

について＝子どもすこやか部
ぶ

施設
しせつ

給付課
きゅうふか

/ 利用
りよう

の申請
しんせい

について＝施設
しせつ

利用
りよう

相談課
そうだんか

 

아동수당・아동부양수당                                                    児童
じどう

手当
てあて

・児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

 

◆감독보호해당·생계비 부담에 대한 확인서 

작년 10월 법 개정에 의해 아동수당의 지급대상이 18세에 

도달하는 날 이후의 첫 3월 31일까지의 아동으로 확대되었으며 

가산을 위한 셋째 아이 이후의 산정대상에 대해서도 22세 도달 

◆監護
かんご

相当
そうとう

・生計費
せいけいひ

の負担
ふたん

についての確認書
かくにんしょ

 

昨年
さくねん

10月
がつ

の法
ほう

改正
かいせい

により、児童
じどう

手当
てあて

の支給
しきゅう

対 象
たいしょう

が、18歳
さい

に達す
たっ  

る日
ひ

以降
いこう

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

までの児童
じどう

に拡大
かくだい

され、第 3子
だ い  し

以降
いこう

の
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이후의 첫 3월 31일까지의 아이로 연장되었습니다.  4월 이후의 

산정 대상이 되는 아이의 상황을 파악하기 위해 

대상자에게는「감독보호해당·생계비 부담에 대한 확인서」를 3월 

중순에 송부하고 있습니다. 

4월 16일(수)(필착)까지 제출해 주시기 바랍니다. 기한까지 

제출되지 않은 경우는 2025년 4월분 부터 셋째 자녀 이후의 

아동 지급액이 감액될 가능성이 있습니다. 

◆대상자: 2003년 4월 2일 이후 출생한 자녀를 3명 이상 

양육하고 있는 분 중 ① 또는 ②의 자녀가 있는 아동수당 수급자 

①2025년 3월말로 지급대상이었던 고등학생 연령이 끝나는 

아이(2006년 4월 2일~2007년 4월 1일생) 

②산정 대상 자녀 중 2025년 3월 말에 전문학교나 단기대학 

등을 졸업하는 자녀 

【아동부양수당】 (4월분 부터 개정) 

전부지급=▷첫째아이=46,690엔 ▷둘째아이 이후=11,030엔/1인당 

일부지급=▷첫째아이=11,010엔~46,680엔 

▷둘째아이 이후=5520엔~11,020엔/1인당 

【특별아동부양수당】 (4월분 부터 개정) 

1인당▷1급=56,800엔 ▷2급=37,830엔 

加算
かさん

のための算定
さんてい

対 象
たいしょう

についても 22歳
さい

到達
とうたつ

以降
いこう

最初
さいしょ

の 3月
がつ

31

日
にち

までの子
こ

に延 長
えんちょう

されました。4月
がつ

以降
いこう

の算定
さんてい

対 象
たいしょう

となる子
こ

の

状 況
じょうきょう

を把握
はあく

するため、対 象 者
たいしょうしゃ

には 3月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

に「監護
かんご

相当
そうとう

・

生計費
せいけいひ

の負担
ふたん

についての確認書
かくにんしょ

」を送付
そうふ

しています。 

4月
がつ

16日
にち

(水
すい

)( 必 着
ひっちゃく

)までに 提 出
ていしゅつ

してください。期限
きげん

までに

提 出
ていしゅつ

がない場合
ばあい

は、令和
れいわ

7年
ねん

4月分
がつぶん

より第 3子
だ い  し

以降
いこう

の児童
じどう

の支給
しきゅう

額
がく

が減額
げんがく

になる可能性
かのうせい

があります。 

◆対 象 者
たいしょうしゃ

：平成
へいせい

15年
ねん

4月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

生まれ
う   

の子
こ

を 3人
にん

以上
いじょう

養育
よういく

し

ている方
かた

のうち、①または②の子
こ

がいる児童
じどう

手当
てあて

受 給 者
じゅきゅうしゃ

 

① 令和
れいわ

7年
ねん

3月
がつ

末
まつ

で、支給
しきゅう

対 象
たいしょう

であった高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

が 終 了
しゅうりょう

す

る子
こ

(平成
へいせい

18年
ねん

4月
がつ

2
ふつ

日
か

～平成
へいせい

19年
ねん

4月
がつ

1
つい

日
たち

生
う

まれ) 

② 算定
さんてい

対 象
たいしょう

の子
こ

のうち、令和
れいわ

7年
ねん

3月
がつ

末
まつ

で専門
せんもん

学校
がっこう

や短期
たんき

大学
だいがく

などを卒 業
そつぎょう

する子
こ

 

【児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

】（4月分
がつぶん

から改定
かいてい

） 

全部
ぜんぶ

支給
しきゅう

＝▷第 1子
だ い  し

＝4万
まん

6690円
えん

、▷第 2子
だ い  し

以降
いこう

＝1万
まん

1030円
えん

/人
にん

 

一部
いちぶ

支給
しきゅう

＝▷第 1子
だ い  し

＝1万
まん

1010円
えん

～4万
まん

6680円
えん

 

▷第 2子
だ い  し

以降
いこう

＝5520円
えん

～1万
まん

1020円
えん

/人
にん

 

【特別
とくべつ

児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

】（4月分
がつぶん

から改定
かいてい

） 

1
ひと

人
り

につき▷1 級
きゅう

＝5万
まん

6800円
えん

 ▷2 級
きゅう

＝3万
まん

7830円
えん

 

문의: 국민연금과 TEL 06-4309-3165 / FAX 06-4309-3805                               問合
といあわ

せ先
さき

：国民
こくみん

年金課
ねんきんか

 

2025 년도 국민연금보험료                                                        令和
れいわ

7年度
ねんど

 国民
こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

 

2025년도 국민염금보험료는 월액 17,510엔으로 전년도부터 

530엔 인상되었습니다. 4월 상순에 연금사무소가 발송한 

납부서로 잊지 않고 납부해 주십시오. 또한 예납을 하면 매월 

납부하는 것보다 이득입니다. 

令和
れいわ

7年度
ねんど

の国民
こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

は月額
げつがく

1万
まん

7510円
えん

で、前年度
ぜんねんど

から 530

円
えん

引上
ひきあ

げとなりました。4月
がつ

上 旬
じょうじゅん

に年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

から発送
はっそう

される

納付書
のうふしょ

で忘
わす

れずに納
おさ

めてください。なお、前納
ぜんのう

すると毎月
まいつき

納付
のうふ

す

るよりもお得
とく

です。 

문의: 히가시오사카연금사무소 TEL 06-6722-6001 / FAX 06-6725-0838 국민연금과 TEL 06-4309-3165 / FAX 06-4309-3805 

問合
といあわ

せ先
さき

：東 大 阪
ひがしおおさか

年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

／国民
こくみん

年金課
ねんきんか

 

부영주택 입주자                                                                           府営
ふえい

住 宅
じゅうたく

の入 居 者
にゅうきょしゃ

 

부영주택 입주자를 연 6회 모집합니다. 

(4월, 6월, 8월, 10월, 12월, 2월) 

신청에는 수입기준 등의 요건이 있습니다. 

신청 방법: 신청서를 접수기간(소인유효)에 우송 또는 부영주택 

후세관리센터 웹사이트에서 신청 

※모집 안내와 신청서는 부영주택 후세 관리센터, 시영주택 

관리센터, 시청 본청사 15층 주택정책실 총무관리과・1층 

시소식 정보코너, 행정서비스센터, 복지사무소 등에서 배부. 그 

외 수시모집을 하는 주택도 있습니다. 

府営
ふえい

住 宅
じゅうたく

の入 居 者
にゅうきょしゃ

を年
ねん

6回
かい

募集
ぼしゅう

します。 

（4月
がつ

、6月
がつ

、8月
がつ

、10月
がつ

、12月
がつ

、2月
がつ

） 

申込み
もうしこ  

には、 収 入
しゅうにゅう

基準
きじゅん

などの要件
ようけん

があります。 

申 込
もうしこみ

方法
ほうほう

：申 込 書
もうしこみしょ

を受付期間
うけつけきかん

(消印
けしいん

有効
ゆうこう

)に郵送
ゆうそう

または府営
ふえい

住 宅
じゅうたく

布施
ふ せ

管理
かんり

センターウェブサイト 

※募集
ぼしゅう

案内
あんない

や申 込 書
もうしこみしょ

は、府営
ふえい

住 宅
じゅうたく

布施
ふ せ

管理
かんり

センター、市営
しえい

住 宅
じゅうたく

管理
かんり

センター、市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

15 階
かい

住宅
じゅうたく

政策室
せいさくしつ

総務
そ う む

管理課
か ん り か

・1階
かい

市政
しせい

情 報
じょうほう

コーナー、行 政
ぎょうせい

サービスセンター、福祉
ふくし

事務所
じ む し ょ

などで配付
はいふ

。その他
ほか

、随時
ずいじ

募集
ぼしゅう

している住 宅
じゅうたく

もあります。 

문의: 부영주택 후세관리센터 TEL 06-6789-0321 / FAX 06-6789-0322 

주택정책실 총무관리과 TEL 06-4309-3231 / FAX 06-4309-3834問合
といあわ

せ先
さき

：府営
ふえい

住 宅
じゅうたく

布施
ふ せ

管理
かんり

センター/住宅政策室総務管理課
じゅうたくせいさくしつそうむかんりか

 

취학비용을 원조합니다                                                                      就 学
しゅうがく

費用
ひよう

を援助
えんじょ

します 

경제적인 이유로 아이에게 의무교육을 받게 하는 것이 곤란한 

보호자에게 취학비용의 일부를 원조합니다 (세대소득 합계액의 제한 

있음)  ◆신청방법: 4월30일(수) 까지 전자신청 시스템 

経済的
けいざいてき

な理由
りゆう

で、子ども
こ   

に義務
ぎ む

教 育
きょういく

を受
う

けさせることが困難
こんなん

な

保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

へ、就 学
しゅうがく

費用
ひよう

の一部
いちぶ

を援助
えんじょ

します(世帯
せたい

の所得
しょとく

合計
ごうけい

額
がく

の制限
せいげん

あり) ◆申 込
もうしこみ

方法
ほうほう

：4月
がつ

30日
にち

(水
すい

)までに電子
でんし

申請
しんせい

システム  

문의: 학사과 TEL 06-4309-3272 / FAX 06-4309-3838                                 問合
といあわ

せ先
さき

：学事課
が く じ か

 
 


